
選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表に閲する事務処理要綱 

  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号。以下「法」という。）第２８条の

４第７項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況（以下「選挙人名簿の閲覧状況」という。）

の公表及び法第３０条の１２の規定により準用する法第２８条の４第７項の規定による在外選

挙人名簿の抄本の閲覧状況（以下「在外選挙人名簿の閲覧状況」という。）の公表について必要

な事項を定める。 

 

（公表の内容） 

第２条 選挙管理委員会が公表する事項は、次の各号に定める事項とする。 

 一 申出者の氏名（申出者が国等の機関である場合にあってはその名称、申出者が法人（法 

  人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）である場合にあってはその 

  名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地） 

 二 利用目的の概要 

 三 閲覧年月日 

 四 閲覧に係る選挙人の範囲 

 

（公表の時期） 

第３条 選挙管理委員会は、毎年度終了後速やかに前年度における選挙人名簿の閲覧状況及 

 び在外選挙人名簿の閲覧状況を取りまとめ、公表するものとする。 

２ 前項の規定によるほか、選挙管理委員会が必要と認めるときは、選挙人名簿の閲覧状況 

 及び在外選挙人名簿の閲覧状況を公表することができる。 

 

（公表の方法） 

第４条 選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況の公表は、選挙管理委員会が 

 別記様式により告示して行う。 

 

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状 

 況の公表に関して必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年９月７日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３条の規定にかかわらず、平成１８年１１月１日から平成１９年３月３１日までの間の閲

覧状況は、平成１９年１２月３１日までに公表するものとする。 

（選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱の廃止） 

３ 選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱（平成４年４月１日制定）は、廃止する。 



別 記 

第１号様式（第４条関係） 

 

   選挙人名簿の抄本の閲覧状況の告示 

千葉市何区選挙管理委員会告示第  号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の２第１項及び第２８条の３第１項の申出

に係る平成  年度の選挙人名簿の抄本の閲覧状況は、次のとおりである。 

     年  月  日 

 

    千葉市何区選挙管理委員会委員長  氏  名 

 

備考 「申出者の氏名等」の欄には、申出者が国等の機関である場合にあってはその名称を、           

法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）である場合にあっ 

  てはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地を記載すること。 

 

第２号様式（第４条関係） 

 

   在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の告示 

千葉市何区選挙管理委員会告示第  号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規定により準用する同法第２８条

の２第１項及び第２８条の３第１項の申出に係る平成  年度の在外選挙人名簿の抄本の閲覧状

況は、次のとおりである。 

     年  月  日 

 

    千葉市何区選挙管理委員会委員長  氏  名 

 

備考 「申出者の氏名等」の欄には、申出者が国等の機関である場合にあってはその名称を、 

  法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）である場合にあっ 

  てはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地を記載すること。 

申出者の氏名等 利用目的の概要 閲覧年月日 閲覧に係る選挙人の範囲 

    

    

 

申出者の氏名等 利用目的の概要 閲覧年月日 閲覧に係る選挙人の範囲 

    

    

 



第３号様式（第４条関係） 

 

   選挙人名簿の抄本の閲覧がないときの告示 

千葉市何区選挙管理委員会告示第  号 

 平成  年度においては、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の２第１項及び

第２８条の３第１項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧がなかった。 

     年  月  日 

    千葉市何区選挙管理委員会委員長  氏  名 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４号様式（第４条関係） 

 

   在外選挙人名簿の抄本の閲覧がないときの告示 

千葉市何区選挙管理委員会告示第  号 

 平成  年度においては、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規定に

より準用する同法第２８条の２第１項及び第２８条の３第１項の申出に係る在外選挙人名簿の抄

本の閲覧がなかった。 

     年  月  日 

    千葉市何区選挙管理委員会委員長  氏  名 

 


